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別紙２ 

新 旧 対 照 表 

（注）アンダーラインを付した部分は改正部分である。 

改  正  後  改  正  前 

別冊 

酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達 

 

第２編 酒税法関係 

第10条 製造免許等の要件 

第11号関係 

４ 通信販売酒類小売業免許の需給調整要件 

通信販売酒類小売業免許は、販売しようとする酒類

の範囲が次の場合には免許を付与等する。 

 

 

 

 

⑴ 国産酒類のうち、次に該当する酒類 

イ カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前

会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量

が、全て 3,000キロリットル未満である製造者（以

下この４において「特定製造者」という。）が製造、

販売する酒類 

ロ 地方の特産品等（製造委託者が所在する地方の

特産品等に限る。）を原料として、特定製造者以外

の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該

酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製

造委託数量の合計が 3,000 キロリットル未満であ

る酒類 

⑵ 輸入酒類 

(注) １ 「カタログ等」とは、いわゆるカタログのほか、

チラシ等若しくは雑誌新聞又はインターネット

による広告等をいう。 

２ 前会計年度における課税移出実績がない場合

は、カタログ等の発行日の属する会計年度にお

ける製造者の製造見込数量により判断する。 

３ 通信販売により販売できる酒類かどうかにつ

いては、通信販売を予定している製造者の発行

する証明書（通信販売の対象となる酒類である

ことの証明書をいう。）（上記⑴のロの酒類につ

いては製造委託契約書・同計画書等）を申請書

に添付させ確認する。 

４ 「製造委託者が所在する地方」は、原則とし

て製造委託者の住所又は本店が所在する都道府

県の範囲内とする。 

別冊 

酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達 

 

第２編 酒税法関係 

第10条 製造免許等の要件 

第11号関係 

４ 通信販売酒類小売業免許の需給調整要件 

通信販売酒類小売業免許は、販売しようとする酒類

の範囲が、カタログ等の発行年月日の属する会計年度

の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量

が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が製

造、販売する酒類又は輸入酒類である場合には免許を

付与等する。 

 （新設） 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

(注) １ 「カタログ等」とは、いわゆるカタログのほか、

チラシ等若しくは雑誌新聞又はインターネット

による広告等をいう。 

２ 前会計年度における課税移出実績がない場合

は、カタログ等の発行日の属する会計年度にお

ける製造者の製造見込数量により判断する。 

３ 通信販売により販売できる酒類かどうかにつ

いては、通信販売を予定している製造者の発行

する証明書（通信販売の対象となる酒類である

ことの証明書をいう。）を申請書に添付させ確

認する。 

 

（新設） 
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改  正  後  改  正  前 

第 11条 製造免許等の条件 

第１項関係 

３ 「販売する酒類の範囲又は販売方法の条件」の取扱 

い 

販売する酒類の範囲又は販売方法についての条件

は、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必

要があると認められる場合に限り付ける。 

⑴・⑵ （省略） 

⑶ 酒類販売業免許の区分ごとの具体的な条件は、次

のとおりとする。 

イ （省略） 

ロ 通信販売酒類小売業免許 

(ｲ) 販売する酒類の範囲については、「次に該当

する○○、○○及び○○に限る。 

Ａ 国産酒類 

(A) カタログ等（インターネット等によるも

のを含む。）の発行年月日の属する会計年

度（４月１日から翌年の３月31日までの期

間をいう。）の前会計年度における酒類の

品目ごとの課税移出数量が、全て3,000キロ

リットル未満である酒類製造者（以下「特

定製造者」という。）が製造、販売する酒

類 

(B) 地方の特産品等（製造委託者が所在する

地方の特産品等に限る。）を原料として、

特定製造者以外の製造者に製造委託する酒

類であり、かつ、当該酒類の一会計年度に

おける製造委託者ごとの製造委託数量の合

計が3,000キロリットル未満である酒類 

Ｂ 輸入酒類」旨 

(ﾛ) （省略） 

ハ～ル （省略） 

 

 

第 11条 製造免許等の条件 

第１項関係 

３ 「販売する酒類の範囲又は販売方法の条件」の取扱 

い 

販売する酒類の範囲又は販売方法についての条件

は、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必

要があると認められる場合に限り付ける。 

⑴・⑵ （同左） 

⑶ 酒類販売業免許の区分ごとの具体的な条件は、次

のとおりとする。 

イ （同左） 

ロ 通信販売酒類小売業免許 

(ｲ) 販売する酒類の範囲については、「次に該当

する○○、○○及び○○に限る。 

Ａ 国産酒類 

カタログ等（インターネット等によるもの

を含む。）の発行年月日の属する会計年度（４

月１日から翌年の３月31日までの期間をい

う。）の前会計年度における酒類の品目ごと

の課税移出数量が、すべて3,000キロリットル

未満である酒類製造者が製造、販売する酒類 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

Ｂ 輸入酒類」旨 

(ﾛ) （同左） 

ハ～ル （同左） 

 

 

 


